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平成 26 年 第 3 回 宗像地区事務組合 議会臨時会 会議録 

期日：平成 26 年 11 月 7日（金）    10：00～10：15 

場所：宗像地区事務組合 多礼浄水場 3階会議室 

大久保議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保議長 

 

 

 

 

ただ今から、平成２６年第３回宗像地区事務組合議会臨時会を開会いたします。 

ただ今の出席議員は、全員で、定足数に達しています。 

 平成２６年第 3 回宗像地区事務組合 議会臨時会は成立いたしましたので、ここに開

会をいたします。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席を求めたものは、組合長及び副

組合長、事務局長、消防長、会計管理者以下、関係職員です。 

本日の議事日程はお手元に配布をしているとおりでございます。 

これより日程に入ります。 

日程第１ 「議席の指定について」 を議題とします。 

宗像地区事務組合議員として、11 月 4 日付けで、宗像市議会選出の議員の皆様

は、現在ご着席の席を議席といたします。 

 ５番 吉田 剛議員、７番 福田 昭彦議員、１４番花田 鷹人議員でございます。 

ここで、新任議員の皆様の自己紹介とさせて頂きます。 自己紹介をよろしくお願いし

ます。 

 

  新任議員  自己紹介 

  現職議員  自己紹介 

  執行部・事務局・消防本部職員   自己紹介 

 

次に入ります。 

日程第２ 「会議録署名議員の指名」 を行います。 

13 番 永山議員、 14 番 花田議員 を会議録署名議員として指名をいたします。 

 

日程第３ 「会期の決定について」 を議題とします。 お諮りいたします。 

会期は、お手元に配付をしている日程で、本日、１日限りとしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日、１日限りと決定いたしました。 

 

日程第４ 「諸報告」 に入ります。 小山組合長。 
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小山組合長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大久保議長 

 

 

安部次長 

 

 

吉田副議長 

 

 

 

 

 

吉田副議長 

 

 

 

 

 

吉田副議長 

 宗像地区事務組合第 3回議会臨時会を開催しましたところ、ご出席をいただきあり

がとうございます。 

 本日は、宗像市から新たに選任していただきました事務組合議員の議席の指定を 

行っていただきました。 

また、大久保議長から辞職願がでておりますので、辞職の承認案件と、議長の選挙

をお願いするものでございます。 

また、し尿処理場の使用延長協議につきましては、平成 26年 3月 18日開催の全

員協議会におきまして、平成 26年 3月 12日に、確認書の締結ができ、使用期限が、

平成 28年度末の平成 29年 3月 31日から、平成 35年度末まで、延長となり、７年

間の使用延長となることにつきまして、報告させていただいておりました。 

このことにつきましては、同時期に宗像市議会・福津市議会の議員の皆様にもお伝

えしております。 

その後、「し尿処理場の使用延長にかかる協定書」の締結に向けて、地元、曲区・

宗像市・事務組合で協議を重ね、取りまとめることができましたので、平成 26 年

10月 27日に曲区と協定書の締結をいたしました。 

以上が、し尿処理場の使用延長協議にかかります曲区との交渉経過でございます。 

今後は、后曲区との交渉に臨んでいくことにしております。議員の皆様には、ご

心配をおかけしておりますが、后曲区との交渉経過につきましても、進展次第、ご

報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  

日程第５ですが、私、議長の職を辞任したいと思いますので、皆様のご承認をお願

いいたします。 

 

規定により、議長が決定するまでの間、副議長により議事の進行をお願いいたしま

す。 

 

それでは、日程第５「宗像地区事務組合議会議長の辞職の承認について」を議題と

いたします。地方自治法第１１７条の規定により、本議案の審議が終了するまで、大久

保議長に退席をお願いします。 

 

大久保議長退席 

 

大久保議長より平成２６年１１月６日をもって議長を辞職したい旨の報告を受けており

ます。 地方自治法 108 条の規定により、大久保議長の辞職を許可することにご異議

ございませんか。 

 

異議なしの声 

 

ご異議なしと認めます。よって、辞職を許可することに決定いたしました。 
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吉田副議長 

 

 

大久保議員 

 

 

 

吉田副議長 

 

 

 

 

 

 

吉田副議長 

 

 

永山議員 

 

吉田副議長 

 

永山議員 

 

吉田副議長 

 

 

 

 

吉田副議長 

 

 

吉田議長 

 

 

 

 

 

 

 

大久保議長に入室をお願いします。 

議長辞任の承認を頂きました。ここで、大久保議員にご挨拶をお願いします。 

 

２年間事務組合の議長として大任を務めさせていただきました。これも議員の皆様方

のご協力があったからこそと思っております。これからもますます事務組合が発展する

事を祈念して、議長退任のあいさつといたします。 

 

それでは、次に入ります。 

日程第 6 「宗像地区事務組合議会議長の選挙について」を議題といたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第 118 条第 2 項の規定により、指名推選にし

たいと思います。 ご異議ございませんか。 

 

  異議なしの声 

 

異議なしと認めます。選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 

どなたかご推薦頂けないでしょうか。 

 

 はい。 

 

 永山議員 

 

 議長に宗像市議会議長の吉田益美議員を指名いたします。 

 

 私、吉田が議長に指名されました。それでは、ただ今、指名されました吉田を議長の

当選人として定めることにご異議ありませんか。 

 

 異議なしの声 

 

 異議なしと認めます。 

議長に就任することについて、承諾するとともに一言ごあいさつ申し上げます。 

 

 平成２８年度から水道事業も包括委託になる予定ですが、大きく変わる水道事業の

節目に議長の職を務めることになりました。 これもみなさんのご協力とご支援がなけれ

ば務まりません。どうぞよろしくお願いいたします。 

  

 本日予定しておりました、議事日程はすべて終了いたしましたが、副議長が議長にな

ったため、「副議長の選挙について」ここで、日程の追加を行いたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 
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吉田議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田議長 

 

 

花田議員 

 

吉田議長 

 

花田議員 

 

吉田議長 

 

 

 

 

吉田議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田議長 

 

異議なしの声 

 

 異議なしと認めます。よって、「副議長の選挙について」日程を追加して選挙を行い

ます。 

 

 追加日程「副議長の選挙について」を議題とします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選にしたいと

思います。 ご異議ございませんか。 

 

  異議なしの声 

 

 異議なしと認めます。選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 

どなたかご推薦頂けないでしょうか。 

 

 はい。 

 

花田議員。 

 

副議長に福津市議会議長の大久保議員を指名いたします。 

 

それでは、ただいま指名されました大久保議員を副議長の当選人と定めることにご

異議ありませんか。 

 

異議なしの声。 

 

ご異議なしと認めます。副議長に指名されました大久保議員に本席から告知をいた

します。今後とも組合議会のため、ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

以上で本日の議題を終了いたしました。 

本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、議長に一任い

ただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

  異議なしの声 

 

 ご異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきまし

ては、議長に一任いただくことで決しました。 

 

 これをもちまして、本日の日程は終了いたしました。 

よって、平成 26 年第 3回議会臨時会を閉会いたします。 
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